
※赤字が見直し箇所になります 

 

新型コロナウイルスへの対応方針 

 

 本対応方針のうち登校禁止の基準は、「県立学校における「新しい生活様式」を踏まえた学校運

営方法について（令和 3年 7月 5日）※1」に基づいています。 

 また、登校可能の基準は、「学校保健安全基本法施行規則 出席停止の期間の基準※2」に準拠し

ています。 

※1 https://www.pref.yamagata.jp/documents/4929/corona-tsuchi0705.pdf  

※2 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002mcip-att/2r9852000002mdgz.pdf 

 

１ 登校禁止及び登校可能の基準 

  ウイルス感染症予防対策のため、本校では以下に当てはまる学生は帰宅し（寮生は帰省し）

自宅休養（自宅待機）しながら様子を観察することをお願いしています。 

 

〇１日２回朝夕の検温 

  ・寮生は web入力による自己申告 →  

→ 体温 37.5度以上またはウイルス感染症疑いの症状が見られる場合 → 宿直教員に連絡 

  ・通学生は web入力による自己申告 →体温 37.5 度以上またはウイルス感染症疑いの症状が

見られる場合 → 担任に連絡 

   ① 体温 37.5度未満、かつ、ウイルス感染症疑いの症状無し ➡ 登校可能 

   ② 体温 37.5度以上                   ➡ 登校禁止 

   ③ ウイルス感染症疑いの症状有り             ➡ 登校禁止 

   ★ ②または③の場合の登校の基準：回復後３日目から登校可能 

   

  ※ウイルス感染症疑いの症状： 

   □ 咳   □ 鼻水   □ 鼻づまり   □ のどの痛み   □ 嗅覚障害 

   □ 頭痛  □ 寒気   □ 体熱感    □ 関節痛     □ 味覚障害 

   □ 下痢  □ 腹痛   □ 吐き気    □ 倦怠感     □ 息苦しさ 

 

  ※回復： 

   １日２回の検温で体温 37.5度未満、かつ、ウイルス感染症疑いの症状の緩和 

  

別 紙 

https://www.pref.yamagata.jp/documents/4929/corona-tsuchi0705.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002mcip-att/2r9852000002mdgz.pdf
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 〇登校再開の目安 

  ●発熱あり（体温 37.5 度以上）の場合 

   ・1日 2回の検温（朝・夕）で平熱かつ症状の緩和が 2日間継続 

   → 医療機関受診の有無に関わらず、回復 3日目より登校可能 

  ●発熱がなく（体温 37.5度未満）、症状のみの場合 

   ・症状の緩和（医師から処方された薬を使用した場合を含む） 

   →【医療機関受診なし】回復後 3日目より登校可能 

   →【医療機関受診あり】医師が認めた場合は受診当日からでも登校可能 

     ※受診時、医師に「感染性がなく登校可能か」を確認してください 

 

【新型コロナウイルス対応 登校禁止早見表】 

状況 発症日 回復当日  
回復後 

１日目 

回復後 

２日目 

回復後 

３日目 

発熱 
発熱 

（37.5 度以上） 
解熱(平熱)  

回復 

（平熱） 

回復 

（平熱） 

回復 

（平熱） 

発熱 

以外の 

症状 

ウイルス感染症 

疑いの症状 

ウイルス感染症 

疑いの症状の 

緩和 

ウイルス感染症 

疑いの症状の 

緩和 

ウイルス感染症 

疑いの症状の 

緩和 

ウイルス感染症 

疑いの症状の 

緩和 

※ただし医療機関を受診し、感染性が無く登校可能と診断されれば、 

受診当日より登校可能 

登校 登校禁止 登校禁止 登校禁止 登校禁止 登校可能 

帰寮 自宅待機 自宅待機 自宅待機 自宅待機 帰寮・登校可能 

登校可能日 

確認欄 
／ ／ ／ ／ ／ 

※寮生の帰寮も登校可能日と同じく「回復後３日目」からとなります。 

 

 

 

 〇登校開始時にやること 

  □ 教室に行く前に保健センターで発熱の有無と症状の緩和のチェックを受ける 

※「回復届／健康観察表」・「欠席届」を持参、もしくはその場で記入 

  □ 医療機関を受診した場合は、「薬の証明書」又は「医療機関発行の書類」を持参 

※ 有料の診断書は不要 

  □ 出席停止（公欠）の手続きとして、「回復届／健康観察表」と「欠席届」を担任に提出 

  

欠席する場合は、担任教員あるいは学生課教務係 0235-25-9247までご連絡をお願いします。 

寮生の場合は、必ず寮監室 0235-25-9032にも連絡をしてください。 
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２ 本校内で感染者が発生した場合の対応（感染拡大の可能性がある場合） 

   本校で感染者が確認された場合は、学年やコースを問わず感染が拡大する可能性があるた

め、休校等の措置が必要となる場合が考えられますが、その措置については、県内の衛生

主管部局等と相談し判断します 

 

３ 学生あるいは身近な人が感染者・濃厚接触者となった場合等の対応 

 ＜（１）～（５）の共通事項 ＞ 

  ◆ 医師もしくは保健所等から、学生に対して正式な自宅待機等の指示があった際はそれに

従います。 

  ◆ 登校に不安がある場合には、「４ 連絡先」に連絡して下さい。 

 

 （１）学生が感染者・濃厚接触者となった場合 

  ① 学生が感染者（PCR検査等で「陽性」）となったとき 

   ➡医師もしくは保健所等の指示に従い、許可が出るまでの間は自宅待機等とする。 

  ② 学生が濃厚接触者となった、もしくはその可能性が高いとき 

   ➡医師もしくは保健所等の指示（PCR検査，自宅待機の有無等）があるまで自宅待機とし、

指示以降はそれに従う。 

 

 （２）同居家族等や身近な人が感染者・濃厚接触者となった場合 

  ① 感染者となったとき 

   ➡医師もしくは保健所等の指示（PCR検査、自宅待機の有無等）があるまで自宅待機とし、

指示以降はそれに従う。 

  ② 濃厚接触者となったとき 

   ➡医師もしくは保健所等の指示に従う。指示がない可能性が高い場合は、山形県受診相談

センター等に問い合わせ自宅待機の有無等を確認する。 

 

 （３）その他、発熱・ウイルス感染症疑いの症状等により、学生本人もしくは同居家族等 

が医療機関等を受診した場合 

  ① 学生に対して医師もしくは保健所等が PCR 検査の必要がないと判断したとき 

   ➡２頁の「登校再開の目安」および「新型コロナウイルス対応 登校禁止早見表」に従う 

  ② 学生が医師もしくは保健所等の判断で PCR 検査を受けたとき 

   ➡PCR検査で「陰性」であると確認され、かつ、医師もしくは保健所等がコロナ感染の可能

性が低い、もしくは自宅待機等は不要と判断した場合は、２頁の「登校再開の目安」お

よび「新型コロナウイルス対応 登校禁止早見表」に従う。医師もしくは保健所等がコロ

ナ感染の可能性が高いと判断した場合は、その指示に従う。 

  ③ 同居家族等が医師もしくは保健所等の判断で PCR検査を受けたとき 

   ➡同居家族等の検査結果がでるまでは自宅待機とする。検査結果以降は医師もしくは保健

所等が自宅待機等を指示した場合はそれに従い、特に指示がない場合は結果確認の当日

から登校可能とする。 
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 （４）その他、無症状であるが、医師もしくは保健所等の指示がなく PCR 検査を受けた場合 

  ① 学生が受けた場合 

   ➡検査結果がでるまでは自宅待機とし、「陰性」であると確認された場合は、当日から登校

できる 

    なお、本校や相手側（就職活動先企業、受験先の学校、大会主催者など）の事情で受検

することになった場合は、自宅待機は不要とする 

  ② 同居家族等が受けた場合 

   ➡学生本人に感染の不安などがなければ自宅待機は不要とする 

 

４ 連絡先（夜間休日に関わらず） 

  ・同居家族等も含め、感染（陽性）が確認、もしくは濃厚接触者となった場合 

  ・同居家族等も含め、新型コロナウイルス関連の検査を受ける、もしくは受けた場合 

    通学生 ： 学生主事緊急連絡電話（080-8205-5773） 

    寮 生 ： 寮務主事緊急連絡電話（080-8205-3546） 

 

   ※ 電話が通じない時は、下記のいずれかの連絡電話にご連絡ください 

   教務主事緊急連絡電話（070-4123-4434） 

   総務課長緊急連絡電話（090-7060-5317） 
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回  復  届 

令和  年  月  日 

 

 

                 年        組・コース 

出 席 番 号                

氏 名                

保護者署名                

 

令和  年  月  日より健康観察を行ってきましたが、回復しましたので報告 

します。 

  

担任 
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